
��
���������

町議会及び議会事務局移転のお知らせ
　町議会及び議会事務局は新本庁舎建設のため、10月29日(月)から
吾北総合支所３階へ一時移転します。新庁舎完成まで約２年間、町
議会及び議会事務局の業務が吾北総合支所３階へ移ります。12月定例
会から吾北総合支所で議会が開催されることとなります。また、住所、
電話番号、FAX番号が変更になります。
問い合わせ：議会事務局　参 893－1112　【10月26日（金）まで】

　農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利
用の推進を目的としています。
　農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のも
のにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向
かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用
をふまえ、適正な農地の転用が行われるようにしています。
【農地転用とは】
　農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、墓地、駐
車場、道水路、山林など農地以外の用地に転換することで
す。なお、農地を一時的に資材置場や砂利採取場に利用す
る場合も転用になります。

もしも、農地を許可を受けずに転用したり、許可どおり
に転用しなかったら…。

　農地を転用したり、転用のために農地を売買などするとき
は、原則として農地転用許可を受ける必要があります。また、
許可後において転用目的を変更する場合などには、事業計
画の変更の手続きを行う必要があります。
　この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転
用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、
農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの
命令がなされる場合があります。（農地法第51条）
　また、罰則の適用もあります。（農地法第64条第67条）

■違反転用
３年以下の懲役又は300万円以下の罰金（法人は１億円
以下の罰金）
■違反転用における原状回復命令違反
３年以下の懲役又は300万円以下の罰金（法人は１億円
以下の罰金）

市街化区域内の農地転用
　市街化区域内の農地転用にあっては、あらかじめ農業委
員会に届出を行えば許可を要しないこととなっています。

問い合わせ
　いの町農業委員会　　　　　参 893－1115
　いの町農業委員会吾北分室　参 867－2313
　いの町農業委員会本川分室　参 869－2115

業務開始日
10月29（月）から

移転先　吾北総合支所3階
住所 上八川甲1934
郵便番号 〒781－2401
直通電話番号 867－2317
FAX番号 867－2302

本庁舎移転のお知らせ

農地を　転用  するときは
農地法の 許可  が必要です

　役場本庁舎は新本庁舎建設のため、11月26日（月）から伊野公民館へ一時移転します。新庁舎完成まで約２年間、
本庁業務が伊野公民館へ移ります。11月22日（木）までは現在の本庁舎で業務を行っています。

問い合わせ：総務課　参 893－1111

業務開始日
11月26（月）から
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